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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】令和3年11月18日(2021.11.18)

【公開番号】特開2021-30967(P2021-30967A)
【公開日】令和3年3月1日(2021.3.1)
【年通号数】公開・登録公報2021-011
【出願番号】特願2019-155214(P2019-155214)
【国際特許分類】
   Ｂ６４Ｆ   5/60     (2017.01)
   Ｂ６４Ｄ  27/24     (2006.01)
   Ｂ６４Ｃ  29/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  31/50     (2020.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６４Ｆ    5/60     　　　　
   Ｂ６４Ｄ   27/24     　　　　
   Ｂ６４Ｃ   29/00     　　　Ａ
   Ｇ０１Ｒ   31/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年10月8日(2021.10.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転翼（３０）を回転駆動させる駆動用モータ（１２）と前記駆動用モータを駆動させ
る駆動部（１１）とを有する複数の電駆動システム（１０）を備える電動垂直離着陸機（
１００、１００ｂ、１００ｄ）の制御装置（５０、５０ｂ、５０ｄ）であって、
　離陸動作と、飛行動作と、着陸動作のうちの少なくとも１つを含む前記電動垂直離着陸
機の動作中に、
　前記駆動用モータの劣化状態の指標となるモータ情報と、前記駆動部の劣化状態の指標
となる駆動部情報と、のうちの少なくとも一方を含む駆動情報を、前記複数の電駆動シス
テムのそれぞれに対して検出する駆動情報検出部（５５）と、
　前記駆動情報の履歴に関する駆動履歴情報を記憶させる記憶制御部（５６）と、
　記憶された前記駆動履歴情報を用いて前記複数の電駆動システムの保守に関する処理を
実行する制御部（５２、５２ｂ、５２ｄ）と、
　を備える、電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電動垂直離着陸機の制御装置において、
　記憶された前記駆動履歴情報を用いて前記複数の電駆動システムのそれぞれに対する保
守要否を検出する保守要否検出部（５７ｂ）をさらに備える、
　電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の電動垂直離着陸機の制御装置において、
　前記駆動履歴情報は、累積負荷値を含み、
　前記保守要否検出部は、前記累積負荷値が予め定められた第１閾値以上である前記電駆
動システムに対して保守が必要であると検出する、
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　電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の電動垂直離着陸機の制御装置におい
て、
　前記制御部は、前記処理として、劣化の度合いが大きい前記電駆動システムへの要求出
力を、前記劣化の度合いが小さい前記電駆動システムへの要求出力よりも小さくする累積
負荷平準化処理を実行する、
　電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の電動垂直離着陸機の制御装置におい
て、
　前記制御部は、前記処理として、劣化の度合いが大きい前記電駆動システムと、前記劣
化の度合いが小さい前記電駆動システムと、を入れ替える要求を発信するローテーション
要求処理を実行する、
　電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の電動垂直離着陸機の制御装置において、
　前記制御部は、前記ローテーション要求処理において、前記複数の電駆動システムのう
ち前記劣化の度合いが大きい一部の前記電駆動システムのグループと、前記複数の電駆動
システムのうち前記劣化の度合いが小さい一部の前記電駆動システムのグループと、を入
れ替える要求を発信する、
　電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項７】
　請求項４から請求項６までのいずれか一項に記載の電動垂直離着陸機の制御装置におい
て、
　前記駆動履歴情報は、航空経路の履歴に関する経路履歴情報を含み、
　前記制御部は、
　　前記経路履歴情報を用いて、前記複数の電駆動システムの駆動負荷履歴を示す駆動負
荷情報をそれぞれ検出し、
　　検出された前記駆動負荷情報を用いて前記複数の電駆動システムの前記劣化の度合い
をそれぞれ検出する、
　電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか一項に記載の電動垂直離着陸機の制御装置におい
て、
　前記複数の電駆動システムのうちのいずれかの前記電駆動システムの保守を行なう際に
同時に保守を行なうべき他の前記電駆動システムの有無を、記憶された前記駆動履歴情報
を用いて検出する同時保守検出部（５８ｄ）をさらに備え、
　前記制御部は、前記処理として、同時に保守を行なうべき前記他の電駆動システムが有
ると検出された場合に、前記他の電駆動システムに対する保守要求を発信する同時保守要
求処理を実行する、
　電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項９】
　請求項３に従属する請求項８に記載の電動垂直離着陸機の制御装置において、
　前記同時保守検出部は、前記保守要否検出部により前記電駆動システムの保守が必要で
あると検出された場合に、前記累積負荷値が、前記第１閾値よりも小さい予め定められた
第２閾値以上である前記他の電駆動システムに対して、同時に保守を行なうべきであると
検出する、
　電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項１０】
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　請求項１から請求項９までのいずれか一項に記載の電動垂直離着陸機の制御装置におい
て、
　前記電動垂直離着陸機が備える機体通信部（６４）と通信可能な外部通信部（５２０）
をさらに備え、前記電動垂直離着陸機の外部に位置する外部装置（５００）に搭載される
、
　電動垂直離着陸機の制御装置。
【請求項１１】
　請求項１から請求項９までのいずれか一項に記載の電動垂直離着陸機の制御装置を備え
る、
　電動垂直離着陸機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本開示の一形態によれば、電動垂直離着陸機（１００、１００ｂ、１００ｄ）の制御装
置（５０、５０ｂ、５０ｄ）が提供される。この制御装置は、回転翼（３０）を回転駆動
させる駆動用モータ（１２）と前記駆動用モータを駆動させる駆動部（１１）とを有する
複数の電駆動システム（１０）を備える電動垂直離着陸機の制御装置であって、離陸動作
と、飛行動作と、着陸動作のうちの少なくとも１つを含む前記電動垂直離着陸機の動作中
に、前記駆動用モータの劣化状態の指標となるモータ情報と、前記駆動部の劣化状態の指
標となる駆動部情報と、のうちの少なくとも一方を含む駆動情報を、前記複数の電駆動シ
ステムのそれぞれに対して検出する駆動情報検出部（５５）と、前記駆動情報の履歴に関
する駆動履歴情報を記憶させる記憶制御部（５６）と、記憶された前記駆動履歴情報を用
いて前記複数の電駆動システムの保守に関する処理を実行する制御部（５２、５２ｂ、５
２ｄ）と、を備える。
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